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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　プロセッサにアクセス可能なメモリであって、プロセッサに、
　　航空機に割り当てられた航空交通航法制限にアクセスさせ、
　　航空機に関連付けられた向き変化速度情報及び航空機の横揺れ角速度特性を含む、航
空機に関連付けられた航空機性能データにアクセスさせ、
　　航空機の検出された位置、航空機の速度および航空機の向きを含む、航空機に関連付
けられた航空機状態データにアクセスさせ、
　　航空機状態データ、航空機性能データ、および、航空機の向きを変化させるための推
測遅延時間に基づいて航空機の少なくとも１つの未来位置を予測させ、かつ、
　　少なくとも１つの未来位置が割り当てられた航空交通航法制限を違反すると、警告を
生成させる
ようプロセッサにより実行可能な命令を保存しているメモリと、
を含む、航空交通管制システム。
【請求項２】
　航空機から情報を受信するためのデータリンクインタフェースをさらに含み、データリ
ンクインタフェースを介して航空機状態データの少なくとも一部がアクセスされる、請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　航空機の向きが、横揺れ角度および縦揺れ角度のうちの少なくとも一つを含む、請求項
１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　航空交通航法制限が航法精度要件経路を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の
システム。
【請求項５】
　検出された位置が、レーダー反射波データに基づいて判定される、請求項１から３のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　命令が、プロセッサに、
　航空機状態データに少なくとも部分的に基づいて、航空機が航空交通航法制限を違反す
る確率を推測させ、かつ、
　航空機が航空交通航法制限を違反する確率が閾値を満たすという判定に応答して警告を
生成させる
ようさらに実行可能である、請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　航空交通管制システムにおいて、航空機の検出された位置、航空機の速度および航空機
の向きを含む、航空機に関連付けられた航空機状態データを受信すること、
　航空機状態データ、航空機性能データ、および、航空機の向きを変化させるための推測
遅延時間に基づいて航空機の予測未来位置を判定すること、
　予測未来位置と航空機に割り当てられた航空交通航法制限との比較に応答して警告を生
成すること、
　航空機の種類に基づいて、航空機の向き変化速度情報及び横揺れ角速度特性を含む航空
機性能データを判定すること、および、
　航空機状態データ、および、航空機性能データに基づいて、航空機が航空交通航法制限
を違反する確率を推測すること、
を含み、
　航空機が航空交通航法制限を違反する確率が閾値を満たすという判定に応答して警告を
生成する、
方法。
【請求項８】
　航空交通航法制限を指定する入力を受信することをさらに含む、請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　航空交通管制システムの表示装置において表示を生成することをさらに含み、表示が、
予測未来位置の指標を含む、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　航空機性能データが、横揺れ角速度限界を含む、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、航空機経路適合性の監視に関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空交通管制方式の中には、経路適合性に依存するものがある。例えば、航空交通管制
官は、航空機に飛行経路を割り当てることがある。飛行経路は、起こりうる衝突（例えば
、他の航空機との）を回避するよう選択可能である。航空機は、特定の航法パラメータ内
の飛行経路上にとどまると予期される。例えば、航空機は、航法精度要件（ＲＮＰ）値内
の飛行経路を維持することが予期される。ＲＮＰ値は、ＲＮＰ経路と呼ばれる飛行経路周
囲の空域の体積または「トンネル」を規定している。航空機は、ＲＮＰ経路の境界内に収
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まっていることが予期される。
【０００３】
　航空交通管制官は、航空機がＲＮＰ経路を遵守するよう、航空機を監視する責務を負う
場合がある。例えば、航空交通管制官には、高リフレッシュ速度を有するレーダー表示部
が提供されることがある。レーダー表示部は、レーダー反射波情報に基づいて航空機の最
新位置を示すことができる。また、レーダー表示部は、航空機の以前の位置を示すことが
できる。したがって、レーダー表示部は、航空機がＲＮＰ経路を現在遵守しているか否か
を示すことができる。航空機が将来の時点においてＲＮＰ経路を遵守すると予期されるか
否かを評価するために、航空交通管制官は、以前の位置および最新位置に基づいて航空機
の次の位置を思考して推定できる。あるいは、管制官の自動化機能により、この推定位置
が管制官に提供されることもある。
【発明の概要】
【０００４】
　航空機経路適合性を監視するためのシステムおよび方法を開示する。特定の方法は、航
空機の航法精度要件（ＲＮＰ）経路の遵守を監視できる。該方法は、ＲＮＰ経路からの偏
位を予期するために航空機の位置を予測できる。該方法は、ＲＮＰ経路からの偏位の検出
または偏位の予測に応答して警告を生成してもよい。航空機の未来位置は、航空機と地上
局との間のデータリンクによって提供される位置、速度ベクトルおよび航空機横揺れ角度
などの航空機状態データを用いて予測可能である。例えば、航空機状態データを提供する
ために、１０９０ＭＨｚの拡張監視（ＥＨＳ）データリンクを用いてもよい。航空機の未
来位置もまた、航空機の推測性能等、航空機についての情報を用いて予測可能である。航
空交通管制官に提供された表示部は、航空機の１つ以上の検出された位置に加えて航空機
の予測未来位置を示してもよい。
【０００５】
　特定の実施形態において、方法は、航空交通管制システムにおいて、航空機に関連付け
られた航空機状態データを受信することを含む。航空機状態データは、航空機の検出され
た位置、航空機の速度、航空機の横揺れ角度および航空機の向きを含む。該方法はまた、
航空機状態データに基づいて航空機の少なくとも１つの未来位置を予測することを含む。
該方法は、予測未来位置と航空機に割り当てられた航空交通航法制限との比較に応答して
警告を生成することをさらに含む。
【０００６】
　特定の実施形態において、固定のコンピュータで読み取り可能な媒体は、プロセッサに
、航空機に割り当てられた航空交通航法制限にアクセスさせるようプロセッサにより実行
可能な命令を含む。該命令は、プロセッサに、航空機に関連付けられた航空機状態データ
にアクセスさせるようさらに実行可能である。航空機状態データは、航空機の検出された
位置、航空機の速度、航空機の横揺れ角度および航空機の向き（例えば、横揺れ角度、縦
揺れ角度または偏揺れ角度）を含む。該命令は、プロセッサに、航空機状態データに基づ
いて航空機の少なくとも１つの未来位置を予測させるようさらに実行可能である。該命令
は、プロセッサに、予測未来位置と航空機に割り当てられた航空交通航法制限との比較に
応答して警告を生成させるようさらに実行可能である。
【０００７】
　特定の実施形態において、航空交通管制システムは、プロセッサと、プロセッサにアク
セス可能なメモリとを含む。メモリは、プロセッサに、航空機に割り当てられた航空交通
航法制限にアクセスさせるようプロセッサにより実行可能な命令を保存する。該命令は、
プロセッサに、航空機に関連付けられた航空機状態データにアクセスさせるようさらに実
行可能である。航空機状態データは、航空機の検出された位置、航空機の速度および航空
機の向きを含む。該命令は、プロセッサに、航空機状態データに基づいて航空機の少なく
とも１つの未来位置を予測させるようさらに実行可能である。該命令は、プロセッサに、
未来位置が割り当てられた航空交通航法制限に違反すると警告を生成させるようさらに実
行可能である。
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【０００８】
　本明細書に記載の特徴、機能および利点は各種実施形態において独立して達成可能であ
り、また、他の実施形態において組み合わせることも可能である。実施形態の詳細は以下
の説明および図面を参照して開示される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、航空機の予測経路を示した図である。
【図２】図２は、航空機の予測経路を示した追加の図である。
【図３】図３は、航空機の予測経路を示した２つの追加の図である。
【図４】図４は、航空機経路適合性を監視するためのシステムに係る特定の実施形態のブ
ロック図である。
【図５】図５は、航空機経路適合性を監視する方法の第１の特定の実施形態のフローチャ
ートである。
【図６】図６は、航空機経路適合性を監視する方法の第２の特定の実施形態のフローチャ
ートである。
【図７】図７は、特定の実施形態に係る航空機経路適合性を監視する方法を行うよう構成
されたコンピュータシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　航空交通管制官は、自らの制御下にある各航空機に、航空機がとどまるよう予期される
空間の「トンネル」を割り当てることがある。トンネル、つまり経路は、航法精度要件（
ＲＮＰ）経路として指定可能である。航空交通管制官は、位置情報のレーダー表示部を用
いて、各航空機の経路適合性を監視できる。レーダー表示部は本質的に、航空機の過去の
位置についての情報を表示する。例えば、レーダー表示部は、（レーダー反射波に基づい
て）どこで航空機が最後に検出されたかについての情報を提供可能である。したがって、
航空機がレーダー表示部上に示されるまでに、航空機はいくらか動いてしまっている。航
空機の表示位置と航空機の実際の位置との変動を考慮するために、航空交通管制システム
により航空機に割り当てられる空域の量は、比較的大きい可能性があり、このことが効率
の悪さにつながりかねない。例えば、空港が混雑してくるにつれて、より多くの航空機が
空港周囲の空域を用いる可能性がある。位置の不確定性を考慮するために各航空機に広い
経路を割り当てることは、空港周囲の空域を用いることができる航空機の数を過密のため
に減少させかねない。
【００１１】
　空港における標準計器出発方式（ＳＩＤＳ）および標準計器到着方式（ＳＴＡＲＳ）と
いった広域航法（ＲＮＡＶ）およびＲＮＰ経路に基づくクリアランスの数および可用性は
、増大しつつある可能性がある。しかしながら、これらの経路に基づくクリアランスに用
いられる間隔基準は、航空機の経路適合性の正確性、反復性、予測可能性に依存していな
い。したがって、標準のレーダー間隔基準に適合し、これを保証するように、かつ、レー
ダーと航法の両方の不確定性を過補償するように、他の航空機の経路に対し経路が配置さ
れることが通常である。これにより、経路間で必要以上に広いクリアランスエリアが生じ
る結果となる。
【００１２】
　ここに開示する実施形態は、航空機の予測位置を用いて、航空交通管制官に予期される
か、または、起こりうる経路適合性違反を警告する。例えば、航空機の未来位置は、航空
機の検出された位置と、航空機の速度および横揺れ角度といった航空機状態データとに基
づいて予測可能である。航空機状態データは、航空機と航空交通管制システムなどの地上
システムとの間のデータリンクを用いて判定できる。例えば、拡張監視（ＥＨＳ）データ
リンクを用いて、状態データを提供できる。ＥＨＳデータリンクには、１０９０ＭＨｚＥ
ＨＳリンクといった放送型自動従属監視（ＡＤＳ－Ｂ）伝送が含まれ得る。
【００１３】
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　状態データを用いて、経路適合性の予測を向上させ、かつ、経路適合性違反が予測され
るとき（すなわち、経路適合性違反が起こる前に）航空交通管制官に対して警告を生成し
てもよい。状態データを用いて、航空機の未来位置を見積もってもよい。例えば、現在航
空機が割り当てられたトンネル内にあるが、高速で非常に急なバンク角を有している場合
、次の位置は、トンネルの外側となると予測可能である。航空機についての情報はまた、
未来位置を予測するために用いることができる。例えば、航空機の推測復帰時間を用いて
、航空交通管制官に対し警告すべきか否か、および、いつ警告すべきかを判定できる。推
測復帰時間は、航空機の性能特性に基づいて判定できる。例を挙げると、推測復帰時間は
、航空機に関連付けられた最大横揺れ角速度（すなわち、横揺れ角速度限界）などの横揺
れ角速度特性に基づいて判定できる。例えば、特定の状況において、航空機の予期される
横揺れ角速度（横揺れ角速度特性から判定）、航空機の速さ、航空機のバンク角ならびに
航空機の最後に検出された位置および機首方向に基づいて、たとえ操縦士が即座に修正措
置を行っても航空機はＲＮＰ経路を違反することを示す算定を行い得る。したがって航空
機の予測未来位置に基づいて即座に航空交通管制官に警告をもたらすことができる。つま
り、航空交通管制官は、ＲＮＰ経路の違反が起こる前に警告を受けることができる。
【００１４】
　ここに開示するシステムおよび方法を用いることにより、より狭く、より大胆な経路お
よび航空交通航法制限を用いることができる。というのも、航空機状態データを用いて、
航空機の未来位置をより迅速かつより正確に予測可能だからである。したがって、より効
率的なＳＩＤＳ、ＳＴＡＲＳおよびその他の性能準拠型航法（ＰＢＮ）経路を確立可能で
あり、かつ、より大胆な経路準拠型間隔基準を用いることができ、結果として、航空交通
サービスが向上する。
【００１５】
　図１は、航空機の予測経路を示す図である。図１は、種々の時点において検出される航
空機の位置を示している。例えば、航空機の検出位置は、第１の時点で航空機が検出され
た第１検出位置１３０と、第１の時点に引き続く第２の時点で航空機が検出された第２検
出位置１３２とを含む。
【００１６】
　図１はまた、航空機に関連付けられた広域航法（ＲＮＡＶ）／航法精度要件（ＲＮＰ）
計画１０２も示している。ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２は、航空機の予定されたまたは割
り当てられた飛行経路に対応してよい。ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２は、航空機により航
空交通管制システムまたは航空交通管制官に提供された情報に基づいて決定されてもよい
し、または航空交通管制システムまたは航空交通管制官により航空機に割り当てられても
よい。ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２は、航空交通航法制限１０３、１０４に拘束されても
よい。図１に示すように、航空交通航法制限１０３、１０４は、第１航空交通航法制限１
０３および第２航空交通航法制限１０４を含んでいてよい。航空機は、第１航空交通航法
制限１０３内にとどまると予期され、かつ、航空機が第２航空交通航法制限１０４の外側
を通過した場合、警告が生成されたり、その他の措置が講じられたりしてよい。特定の実
施形態において、航空交通航法制限１０３、１０４は、航法精度要件（ＲＮＰ）値、航空
機間隔制限、別の制限またはそれらの任意の組み合わせにより指定される。例えば、第１
航空交通航法制限１０３は、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２からＲＮＰ値１つ分だけ離れた
距離を指定し、第２航空交通航法制限１０４は、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２からこのＲ
ＮＰ値の２倍の距離であってもよい。
【００１７】
　図１は、未来時における航空機の予測位置１３４～１３６を示している。図１の予測位
置１３４～１３６の各々は、同じ未来時に対応しているが、これら予測位置は、異なる推
測技法を用いて判定されている。第１予測位置１３４は、位置推定法を用いて推測可能で
ある。すなわち、航空機は第１検出位置１３０および第２検出位置１３２を含む直線上を
移動すると想定される。したがって、第１予測位置１３４は、第１検出位置１３０および
第２検出位置１３２を通って延在する線上にある。第１予測位置１３４を特定するために
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用いられる位置推定法技法は、航空機の向きを考慮していないことに留意すべきである。
すなわち、図１におけるように航空機が旋回しているとき、位置推定法は、航空機が航空
交通航法制限１０３、１０４を違反すると予測する可能性がある。
【００１８】
　第２予測位置１３５は、状態ベクトル推定法を用いて推測可能である。すなわち判定時
、航空機は、航空機により報告された航空機の状態ベクトル（すなわち、方向および速さ
）に示される方向に沿って移動し続けると想定される。例えば、航空機が第２検出位置１
３２にあるとき、航空機の状態ベクトルは、図１に示す旋回の曲線の概ね接線方向を含む
。したがって、状態ベクトルを推定することにより、第２検出位置１３２の箇所において
旋回の曲線と接する直線上にある第２予測位置１３５が求められる。
【００１９】
　第３予測位置１３６は、図１の予測推測法と呼ばれる、本明細書に開示する方法に係る
特定の実施形態を用いて推測可能である。予測推測技法を用いて第３予測位置１３６を推
測するため、航空機の位置、速度および向きを考慮する。例えば、第２検出位置１３２に
おいて、航空機は、旋回を開始するようバンクさせられる。したがって、第３予測位置１
３６は、旋回の湾曲に追従し、第１予測位置１３４および第２予測位置１３５より誤差が
少ない。
【００２０】
　特定の実施形態において、第３予測位置１３６は、航空機に関連付けられた空気力学的
情報を用いて算定可能である。例えば、第３予測位置１３６は、航空機の性能（または、
航空機の種類）情報ならびに航空機の速度および航空機のバンク角といった状態データを
用いて算定可能である。例示すると、航空機の飛行経路を概算するため、状態データおよ
び性能を使用し、航空機の旋回半径を推測できる。
【００２１】
　航空機が状態データの少なくとも一部を航空交通管制システムなどの地上局に提供し、
地上局が第３予測位置１３６を判定できるようにしてもよい。例えば、該航空機は、拡張
監視（ＥＨＳ）データリンクといったデータリンクを介して定期的にまたは時折、状態デ
ータを送信可能である。航空交通管制システムは、航空機が航空交通航法制限１０３、１
０４を違反すると予測される場合、航空交通管制官に警告を与えるよう適合されてよい。
したがって、航空交通管制システムが位置推定技法または状態ベクトル推定技法を用いる
場合と比較して、航空交通管制システムがここに開示する予測推測技法を用いるときは誤
認警報が少ないと予想される。
【００２２】
　図１の第１予測位置１３４および第２予測位置１３５に示されているように、（位置推
定法または状態ベクトル推定法といった）ある位置推測技法を用いると、経路の湾曲が、
未来位置の不正確な予測につながりかねない。しかしながら、航空機状態データおよび予
測推測技法を用いて航空機の未来位置を推測することにより、湾曲した経路における予測
の正確性を向上させることができ、迷惑警告が減る可能性がある。
【００２３】
　図２は、航空機の予測経路を示す別の図である。図２において、第１の時点で航空機が
位置している第１検出位置２３０と、第２の時点で航空機が位置している第２検出位置２
３２とを含む航空機の２つの特定位置２３０、２３２を示している。第１予測位置２３４
および第２予測位置２３６を含む２つの予測位置も示している。予測位置２３４、２３６
は、同じ未来時に対応しており、かつ、異なる技法を用いて予測されている。図２に示す
ように、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２および航空交通航法制限１０３、１０４は、概ね直
線である。第１検出位置２３０において、航空機は概ね水平に（すなわち、バンク角なし
で）飛行している。第２検出位置２３２において、航空機はバンク角を有しているが、空
気力学的理由から航空機はまだ旋回を始めていない。
【００２４】
　図２は、位置推定技法を用いる予測が警告の遅れを引き起こす可能性がある１つの状況



(7) JP 6025742 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

を示している。第１予測位置２３４は、位置推定技法を用いて推測される。すなわち、第
１検出位置２３０と第２検出位置２３２との間の線を推定して、第１予測位置２３４を求
める。位置推定技法を用いることにより、航空機は、直線上を進むと想定される。したが
って、航空機が航空交通航法制限１０３、１０４を違反すると予測されることを示す警告
は発せられない。
【００２５】
　第２予測位置２３６は、予測推測技法を用いて推測される。すなわち、第２検出位置２
３２における航空機の位置および第２検出位置２３２における航空機の状態データを用い
て、第２予測位置２３６を推測する。航空機が第２検出位置２３２においてバンクされて
いるので、予測推測技法は、状態データに基づいて航空機の旋回半径を算定可能である。
したがって、第２予測位置２３６は、航空機が概ねＲＮＡＶ／ＲＮＰ計画１０２上にある
間でさえ、航空交通航法制限１０３、１０４を違反すると予測可能である。
【００２６】
　したがって、予測推測技法を用いることにより、航空交通管制官は、位置推定法を用い
る場合より、早い時点で航空交通航法制限１０３、１０４の違反の予測に対して警告を受
けることができる。なお、第２位置２３２において航空機はバンクされているがまだ旋回
していないので、図２に示す状況では、図１を参照して説明した状態ベクトル推定技法も
また、概ね第１予測位置２３４を算出する。したがって、位置推定技法を用いることによ
り、第２検出位置２３２は、軌道を横切る些細な誤差に見える可能性があり、航空交通管
制官に対して警告が生成されない可能性がある。しかしながら、予測推測技法を用いるこ
とにより、横揺れおよび瞬間速度状態データは、航空交通航法制限１０３、１０４からの
偏位が発生することを示し、航空交通管制官は、警告を受ける。
【００２７】
　図３は、航空機の予測経路を示す追加の２つの図を含む。図３の第１図３１０は、第１
の時点において航空機が位置している第１検出位置３３０と、第２の時点において航空機
が位置している第２検出位置３３２とを含む航空機の２つの特定位置３３０、３３２を示
している。第２検出位置３３２において、航空機の機首方向は、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ経路１
０２から偏位しているが、航空機は、航空交通航法制限１０３、１０４内にある。航空機
はまた、第２検出位置３３２において急な（操縦士から見て）左への横揺れ角度を有する
。
【００２８】
　図３の第１図３１０はまた、未来時における航空機の第１予測未来経路３３４を示して
いる。第１予測未来経路３３４は、第２検出位置３３２において航空機により報告される
航空機状態データに基づいて判定できる。第１予測未来経路３３４は、航空機が第１航空
交通航法制限１０３および第２航空交通航法制限１０４を違反すると予期されることを示
す。例えば、航空機の機首方向は、第２検出位置３３２においてＲＮＡＶ／ＲＮＰ経路１
０２から大幅に偏位してはいないが、航空機の急な左への横揺れ角度は、今後航空機がＲ
ＮＡＶ／ＲＮＰ経路１０２から偏位することを示すことができる。また、現在の状態は、
復帰操作が即座に開始されても、航空機が航空交通航法制限１０４内にとどまらない可能
性があることを示唆している。
【００２９】
　図３の第２図３２０は、航空機が第２の時点において修正操作を開始したときの航空機
の予測未来経路３３８を示している。すなわち、図３は、第１の時点において航空機が位
置している第１検出位置３３０と、第２の時点において航空機が位置している修正中の第
２検出位置３３６とを含む航空機の２つの特定位置３３０、３３６を示している。修正中
の第２検出位置３３６において、航空機の機首方向は、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ経路１０２から
偏位している。例えば、修正中の第２検出位置３３６における航空機の機首方向は、第１
図３１０の第２検出位置３３２における航空機の機首方向と同じか、または、概ね同じで
ある可能性がある。また、修正中の第２検出位置３３６の箇所は、第１図３１０の第２検
出位置３３２の箇所と同じか、または、概ね同じである可能性がある。しかしながら、修
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正中の第２検出位置３３６と第２検出位置３３２とは、第２検出位置３３２において航空
機が急な左への横揺れ角度を有する一方で、修正中の第２検出位置３３６において航空機
は修正中の横揺れ角度を有するという点で異なる。この場合、修正中の横揺れ角度は、Ｒ
ＮＡＶ／ＲＮＰ経路１０２からの偏位に対処する横揺れ角度を指す。例えば、修正中の横
揺れ角度は、右への横揺れ角度または中正の横揺れ角度である可能性がある。
【００３０】
　第２図３２０における航空機の予測未来経路３３８は、第２航空交通航法制限１０４を
違反しない。むしろ、航空機がすでに修正操作を始めているので、航空機の位置（例えば
、ＲＮＡＶ／ＲＮＰ経路１０２を基準とした）および航空機状態データ（例えば、速度、
機首方向および横揺れ角度）に基づいて、航空機は第２航空交通航法制限１０４内にとど
まると予測される。
【００３１】
　特定の実施形態において、予測未来経路３３４、３３８は、航空機により提供される航
空機状態データに基づいて航空交通管制システムにより判定できる。航空交通管制システ
ムは、航空交通管制官用の表示を生成できる。該表示は、第１検出位置３３０、第２検出
位置３３２またはその両方を含んでよい。該表示はまた、航空機の１つ以上の予測位置ま
たは予測経路を識別できる。例えば、該表示は、航空機が修正操作を開始していないこと
を航空機状態データが示すとき、第１予測未来経路３３４に沿った航空機の予測位置を含
み、かつ、航空機が修正操作を開始したことを航空機状態データが示すとき、第２予測未
来経路３３８に沿った航空機の予測位置を含むようにすることができる。
【００３２】
　さらに、または、代わりに、航空交通管制システムは、航空機が航空交通航法制限１０
３、１０４の一方または両方を違反する確率に基づいて航空交通管制官に警告を生成する
ことができる。例えば、航空機が航空交通航法制限１０３、１０４を違反する確率は、航
空機状態データと、推測操縦士復帰時間、横揺れ角速度限界、横揺れ角度限界などといっ
た航空機に関連付けられたパラメータとに基づいて推測可能である。航空機が航空交通航
法制限１０３、１０４を違反する高い確率（例えば、確率の閾値を越える）を有するとき
、警告を生成することができる。つまり、航空交通管制システムは、航空交通航法制限１
０３、１０４の潜在的違反に関する予測的な警告の生成を可能にする。例えば、航空機が
第１航空交通航法制限１０３を違反すると予測されることを示す第１警告を生成し、航空
機が第２航空交通航法制限１０４を違反すると予測されることを示す第２警告を生成して
よい。本実施例において、第２警告は、航空交通管制官にとってより気づきやすいものを
選択可能である。例えば、第１警告は視覚的警告とし、第２警告は視覚的警告および可聴
式警告を含むようにできる。例示すると、航空機が第１航空交通航法制限１０３を違反す
ると予測されるとき、航空交通管制官に提示される表示は違反を示すよう変更される。例
えば、航空機が第１航空交通航法制限１０３を違反すると予測されるとき、表示内に航空
機に関連付けられたアイコンまたはその他のインジケータが強調表示される。航空機が第
２航空交通航法制限１０４を違反すると予測されるとき、可聴式警告および変更されたア
イコンまたは別のインジケータが航空交通管制官に提示される。
【００３３】
　このように、航空機の状態データは、航空機の未来経路を予測するために用いることが
できる。航空機の未来経路を予測することにより、航空交通航法制限違反が発生する前に
航空交通管制官に正確かつ自動化された警告を発することができる。また、修正措置がま
だ開始されていないとき、（横揺れ角速度特性などの）航空機の性能特性を用いて、航空
機が第２航空交通航法制限１０４違反を回避するための操作を首尾よく行うことができる
か否かを判定可能である。
【００３４】
　予測位置の算定には、いくらかの不確定性が伴うことがある。したがって、統計的な技
法を用いて、算定における不確定性を推測してもよい。例えば、統計的な技法を用いて、
航空機が第１航空交通航法制限１０３、第２航空交通航法制限１０４またはその両方を違
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反する確率を求めてもよい。警告を生成すべきか否かの判定は、航空交通航法制限１０３
、１０４のうちの一方を違反する確率に基づいて行われてよい。例えば、航空機が第２航
空交通航法制限１０４を違反する確率が所定の閾値を満たすと、警告を生成するようにし
てもよい。
【００３５】
　図４は、航空機経路適合性を監視するためのシステムの特定の実施形態のブロック図で
ある。該システムは、データリンクインタフェース４２０を経由してデータリンク４２４
等１つ以上のデータリンクを介して航空機４３０等の１つ以上の航空機と通信するよう適
合されている航空交通管制システム４０２を含む。例えば、航空交通管制システム４０２
は、データリンク４２４を介して航空機４３０から航空機状態データ４３２を受信できる
。航空機状態データ４３２は、航空機４３０を識別する情報、航空機４３０の測位システ
ム（例えば、慣性航法システムまたは全地球測位衛星（ＧＰＳ）システム）に基づいて航
空機４３０の位置を識別する情報、航空機４３０の速さまたは速度を示す情報、航空機４
３０の航路または機首方向を示す情報、航空機４３０の向きを示す情報、航空機４３０の
種類を示す情報、その他の情報、または、それらのあらゆる組み合わせを含んでいてよい
。例示の実施形態において、データリンク４２４は、拡張監視（ＥＨＳ）リンクである。
【００３６】
　航空交通管制システム４０２はまた、他のコンピューティング装置またはシステムにア
クセスしたり、それらから情報を受信したりするよう適合されていてもよい。例示すると
、航空交通管制システム４０２は、メモリ装置から情報を読み取ることにより、１つ以上
のセンサから情報を受信することにより、コンピューティング装置から情報を受信するこ
とにより、または、それらを組み合わせて情報にアクセス可能である。例えば、航空交通
管制システム４０２は、レーダーシステム４２２から追加データを受信できる。航空交通
管制システム４０２は、航空交通管制システム４０２のメモリ４０６内に、レーダーシス
テム４２２からのデータ、航空機状態データ４３２、航空機４３０の状態を示すその他の
情報またはそれらのあらゆる組み合わせを航空機状態データ４１６として保存できる。
【００３７】
　航空交通管制システム４０２は、プロセッサ４０４およびメモリ４０６を含んでいてよ
い。メモリ４０６は、プロセッサ４０４にアクセス可能であり、かつ、プロセッサ４０４
に航空交通管制システム４０２のさまざまな機能を実行させるようプロセッサ４０４によ
り実行可能な命令４０８を保存することができる。例えば、航空交通管制システム４０２
の特定の機能が図４に示されており、かつ、予測モジュール４０９および警告モジュール
４１０により実行される特定の機能が以下に記載されている。説明を容易にするため、予
測モジュール４０９および警告モジュール４１０は機能的ブロックとして記述されている
。しかしながら、別のソフトウェアアーキテクチャ（例えば、固定のコンピュータで読み
取り可能な媒体上に保存されたコンピュータで実行可能な命令）または以下に説明するよ
うに、予測モジュール４０９もしくは警告モジュール４１０の機能を実行するハードウェ
アアーキテクチャを用いてもよい。例示すると、予測モジュール４０９および／または警
告モジュール４１０の１つ以上の機能を実行するよう構成された特定用途向け集積回路を
用いてもよい。
【００３８】
　特定の実施形態において、予測モジュール４０９は、航空機状態データ４１６に基づい
て少なくとも１つの航空機４３０の未来位置を予測するためにプロセッサ４０４により実
行可能である。警告モジュール４１０は、未来位置が航空機４３０に関連付けられている
航空交通航法制限４１２を違反するか、または、違反しそうなときに警告を生成するよう
プロセッサ４０４により実行可能である。
【００３９】
　航空交通管制システム４０２はまた、航空機情報データベース４５０を含むか、または
、これと通信できる。航空機情報データベース４５０は、航空機４３０等、特定の航空機
に関連した情報または航空機の種類もしくは分類に関連した情報を含む可能性がある。例
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えば、航空機情報データベース４５０は、性能データ４５２を含む可能性がある。性能デ
ータ４５２は、航空機の特定の種類４５４に関連付けることができる。例えば、ある性能
データ４５２は、重飛行機（例えば、大型貨客航空機）に関連付けられ、その他の性能デ
ータ４５２は、軽飛行機（例えば、ジェネラルアビエーション機）に関連付けられたりす
る。性能データ４５２は、航空機の種類４５４に関連付けられた性能または特性を示す情
報を含んでいてもよい。例えば、性能としては速度限界（すなわち、どれほど迅速にパラ
メータを変化させることができるか）、範囲限界（例えば、ある特定のパラメータの最大
値または最小値）またはそれらのあらゆる組み合わせを挙げることができる。例示すると
、性能データ４５２は、横揺れパラメータの最大変化速度を示す横揺れ角速度限界を含ん
でいてもよい。別の例では、性能データ４５２は、縦揺れパラメータの最大変化速度を示
す縦揺れ角速度限界を含んでいてもよい。別の例では、性能データ４５２は、航空機４３
０の最大または最小横揺れ角度を示す横揺れ範囲限界を含んでいてもよい。別の例では、
性能データ４５２は、航空機４３０の最大または最小縦揺れ角度を示す縦揺れ範囲限界を
含んでいてもよい。
【００４０】
　運航中、航空交通管制システム４０２は、入力インタフェース４３６において入力装置
４３４から入力を受信してもよい。該入力は、航空機に適用すべき航空交通航法制限４１
２を指定できる。例えば、航空交通航法制限４１２は、航法精度要件（ＲＮＰ）制限４１
３、航空機間隔制限４１４、別の航法制限またはそれらのあらゆる組み合わせを含んでい
てもよい。航空交通管制システム４０２は、データリンク４２４、レーダーシステム４２
２、またはそれらの組み合わせを介して航空機状態データ４１６を受信するためのデータ
リンクインタフェース４２０を含んでいてもよい。
【００４１】
　航空交通管制システム４０２のプロセッサ４０４は、航空機４３０の少なくとも１つの
未来位置を予測するための予測モジュール４０９を実行できる。航空機４３０の未来位置
は、航空機状態データ４１６に基づいて予測可能である。予測モジュール４０９はまた、
航空機４３０に関連付けられた性能データ４５２にアクセスして（例えば、航空機の種類
４５４に基づき）、航空機４３０の未来位置を予測できる。例えば、予測モジュール４０
９は、航空機４３０の速度および航空機４３０の向き（例えば、縦揺れ角度、横揺れ角度
またはそれら両方）に基づいて検出された位置から航空機の予測未来経路を算定可能であ
る。予測モジュール４０９はまた、推測遅延時間を用いて、予測未来経路を算定してもよ
い。推測遅延時間は、航空機４３０の向きを航空機４３０の航路偏位を修正する向きに変
えるために使用される時間に一致させてよい。例示すると、航空機４３０がまっすぐかつ
水平に（すなわち、縦揺れ角度も横揺れ角度も有さず）飛行しているが、航空交通航法制
限４１２を満たすために旋回すべきとき、予測モジュール４０９は、操縦士が旋回を行う
（例えば、航空機４３０の横揺れ角度を、旋回を達成する横揺れ角度へと変化させる）の
にどれほどの時間がかかるかを航空機４３０に関連付けられた性能データ４５２に基づい
て推測可能である。別の説明例として、航空機４３０がバンクされている（すなわち、あ
る特定の横揺れ角度を有している）が、航空機４３０が航空交通航法制限４１２を満たす
ためにまっすぐ飛行すべきとき、予測モジュール４０９は、操縦士が航空機４３０を水平
に飛行させる（すなわち、航空機４３０の横揺れ角度を変化させる）のにどれほどの時間
がかかるかを航空機４３０に関連付けられた性能データ４５２に基づいて推測可能である
。
【００４２】
　予測モジュール４０９はまた、予測未来経路に基づいて航空機４３０が航空交通航法制
限４１２を違反する確率を推測してもよい。航空機４３０が航空交通航法制限４１２を違
反する確率が閾値を満たすと、プロセッサ４０４は、警告モジュール４１０を呼び出して
、警告を生成させることができる。該警告は、表示インタフェース４４０を介して表示装
置４３８へ送信できる。表示装置４３８は、航空交通管制官に関連付けることができる。
航空機４３０が航空交通航法制限４１２を違反する確率が閾値を満たさないとき、警告は
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、表示装置４３８へ送信されないようにできる。命令４０８を含む警告モジュール４１０
または別のモジュールはまた、航空機４３０の予測未来位置を特定する表示を表示装置４
３８へ送信するためプロセッサ４０４により実行可能であるようにできる。
【００４３】
　図５は、航空機経路適合性を監視する方法の第１の特定の実施形態のフローチャートで
ある。該方法は、図４の航空交通管制システム４０２などの航空交通管制システムにより
実行できる。該方法は、５０２において、航空機に関連付けられた航空機状態データを受
信することを含む。航空機状態データは、航空機の検出された位置、航空機の速度、航空
機の向き、航空機の状態に関するその他の情報またはそれらのあらゆる組み合わせが含ま
れ得る。該方法はまた、５０４において、航空機状態データに基づいて航空機の少なくと
も１つの未来位置を予測することを含む。例えば、予測推測技法を用いて、航空機の未来
位置を予測してよい。該方法は、５０６において、少なくとも１つの予測された未来位置
と航空機に割り当てられた航空交通航法制限との比較に応答して警告を生成することをさ
らに含む。例えば、警告は、航空機の未来位置が図１～図３の航空交通航法制限１０３、
１０４の一方を違反すると生成されてよい。
【００４４】
　図６は、航空機経路適合性を監視する方法の第２の特定の実施形態のフローチャートで
ある。該方法は、図４の航空交通管制システム４０２などの航空交通管制システムにより
実行できる。該方法は、６０２において、航空機に関連付けられた航空交通航法制限を示
す入力を受信する。例えば、航空交通管制官は、航空機が特定の飛行経路にまたは特定の
航法精度要件（ＲＮＰ）経路に割り当てられていることを示す情報を入力してもよい。別
の例では、入力は、航空交通管制システムにより自動的に取得されてよい。例示すると、
航空交通管制システムは、１つ以上の航空機の位置、天候、空港または航空機内における
緊急事態の検出、航空機の特性またはそれらのあらゆる組み合わせといった特定の条件に
基づいて、データベースの当該航空機の特定の航空交通航法制限に自動的にアクセスする
ようにできる。航空交通航法制限は、航空機間隔制限、飛行経路、ＲＮＰ経路、その他の
航法制限またはそれらのあらゆる組み合わせであってよい。
【００４５】
　該方法は、６０４において、航空機に関連付けられた航空機状態データを受信する。例
えば、航空機状態データの少なくとも一部が、図４のデータリンク４２４などのデータリ
ンクを介して受信可能である。別の例では、航空機状態データは、図４のレーダーシステ
ム４２２などのレーダーシステムのレーダー反射波データに基づいて受信可能である。さ
らに、または、代わりに、航空機状態データは、航空機への無線リンク、航空交通管制官
による手動入力またはそれらのあらゆる組み合わせを介して受信可能である。航空機状態
データは、航空機の検出された位置（例えば、レーダー反射波データまたは航空機に搭載
されている測位システムに基づいた）、航空機の速さまたは速度、航空機の向き（例えば
、横揺れ角度、縦揺れ角度または偏揺れ角度）、航空機の種類を識別する情報（例えば、
型式およびモデルなどの厳密な種類、もしくは、航空機の一般的な分類）、航空機に関連
するその他の状態データ、または、それらのあらゆる組み合わせを含むことができる。
【００４６】
　該方法は、６０６において、航空機に関連付けられた航空機性能データを判定する。例
えば、航空機性能データは、向き変化速度情報を含んでいてもよい。向き変化速度情報は
、横揺れ角速度限界、縦揺れ角速度限界、偏揺れ角速度限界または別の速度限界を含んで
いてよい。別の例では、航空機性能データは、向き範囲情報を含んでいてもよい。向き範
囲情報は、横揺れ範囲限界、縦揺れ範囲限界、偏揺れ範囲限界または別の範囲限界を含ん
でいてよい。航空機性能データはさらに、または、代わりに、航空機に関連付けられた別
の性能限界を含んでいてもよい。特定の実施形態において、航空機性能データは、航空機
の種類に基づいて求めることができる。例えば、データベースまたは航空交通管制システ
ムに関連付けられたその他のメモリは、航空機の特定の型式およびモデルに関連付けられ
た航空機性能データ、または、特定の航空機運航業者により運航される航空機に関連付け
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られた航空機性能データを保存したりする。別の例では、データベースまたは航空交通管
制システムに関連付けられたメモリは、航空機の特定の分類に関連付けられた航空機性能
データを保存してもよい。例示すると、重飛行機（例えば、旅客路線航空機および貨物航
空機といった大型民間航空機）は、航空機性能データの第１の組に関連付けられ、小型航
空機（例えば、自家用機またはより小型の地域航空会社の航空機）は、航空機性能データ
の第２の組に関連付けられるようにしてもよい。航空機の各々に関連付けられた特定の分
類および種類の指定は、実施構成によって異なってよい。例えば、ある実施形態では、わ
ずか２つの航空機の種類（例えば、大型および小型）を用いて、航空機性能データを区別
してもよい。しかしながら、その他の実施形態では、各特定の航空機は、航空機性能デー
タのある組に関連付けられてもよい。
【００４７】
　該方法は、６０８において、航空機状態データに基づいて航空機の少なくとも１つの未
来位置を予測する。例えば、予測推測技法を用いて、航空機の少なくとも１つの未来位置
を予測してもよい。航空機性能データはまた、少なくとも１つの未来位置を予測するため
に用いられてもよい。例えば、未来位置を予測することは、６１０において、航空機の速
度および向きに基づいて、かつ、航空機の向きを変化させるための推測遅延時間に基づい
て検出された位置から航空機の予測未来経路を算定することを含んでいてもよい。推測遅
延時間は、航空機性能データに少なくとも部分的に基づいて判定されてよい。例えば、航
空機が旋回後どれほど迅速にまっすぐな飛行を再開できるかは、航空機の速度および航空
機の最大横揺れ角速度により決まる可能性がある。
【００４８】
　該方法はまた、６１２において、航空交通管制システムの表示装置において表示を生成
する。表示は、予測未来位置の指標を含むことができる。例えば、表示は、航空機の検出
された位置（例えば、航空機からのデータに基づく、もしくは、レーダー反射波に基づく
）、航空機の以前の位置、航空機の予測未来位置またはそれらのあらゆる組み合わせを示
してもよい。航空機の２つ以上の位置が示される場合、表示は、ユーザーがそれらの位置
のうちのいずれが推測場所であるかを識別しやすくする表示としてよい。
【００４９】
　該方法は、６１４において、航空機状態データおよび航空機性能データに基づいて航空
機が航空交通航法制限を違反する確率を推測する。例えば、航空機の未来経路は、上で説
明したように算定可能である。また、予測未来経路に関連付けられた統計的信頼情報を判
定してもよい。未来経路および統計的信頼情報を用いて、航空機が航空交通航法制限を違
反する可能性を判定してよい。この算定においては、特定値に対して推測値を用いてもよ
い。航空機が航空交通航法制限を違反するという推測確率は、閾値と比較されてもよい。
閾値が満たされると、６１８において警告が生成される。閾値が満たされないとき、６２
０において警告は生成されない。閾値は、誤認警報の発生（すなわち、警告は生成される
が、航空機が結局航空交通航法制限を違反しない）を低減するよう設定できる設定可能な
値であってよい。閾値はまた、航空機が航空交通航法制限を違反する可能性がある場合、
できる限り迅速に航空交通管制官に警告を発することを確保するよう選択されてよい。
【００５０】
　本明細書に開示される実施形態では、航空機の未来位置を算定するために（例えば、デ
ータリンクを介して）航空機からの「ナウキャスト」自己報告データを用いてもよい。例
えば、特定の実施形態では、航空機の未来位置を予測するために、機首方向および横揺れ
角度状態データに加え検出された位置を用いることができる。警告は、航空機が割り当て
られた航空交通航法制限を違反する確率に基づいて生成されてよい。そのような経路抑制
に基づく警告は、直線経路と曲線経路との両方に対して有用であり得る。
【００５１】
　本明細書に開示された航空機位置の予測監視は、航空交通管制官に対する警告の向上を
可能にする。また、予測監視は、より大胆な経路を航空機に割り当てることを可能にし、
これにより、航空交通渋滞の低減、進入動作の効率向上、燃料節約および軌道予測可能性
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の向上がもたらされる。
【００５２】
　図７は、特定の実施形態に係る航空機経路適合性を監視する方法を実行するよう適合さ
れたコンピュータシステムのブロック図である。コンピュータシステム７００は、航空交
通管制システムなどの地上ベースの航空機監視システムの一部であってよい。例示の実施
形態において、コンピューティング装置７１０は、少なくとも１つのプロセッサ７２０を
含む。プロセッサ７２０は、航空機経路適合性監視の方法を実施するための命令を実行す
るよう構成できる。プロセッサ７２０は、システムメモリ７３０、１つ以上の記憶装置７
４０、および、図４の入力装置４３４などの１つ以上の入力装置７７０と通信できる。プ
ロセッサ７２０はまた、１つ以上の受信機またはその他の通信インタフェース７６０を介
して、航空機状態データ（図４の航空機状態データ４３２等）を受信することができるか
、または１つ以上のその他のコンピュータシステムもしくはその他の装置と通信できる。
【００５３】
　システムメモリ７３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）デバイスなどの揮発性メ
モリデバイス、ならびに読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能な読み取り専用
メモリおよびフラッシュメモリなどの不揮発性メモリデバイスであってよい。システムメ
モリ７３０は、コンピューティング装置７１０を起動するための基本的な入出力システム
を含むオペレーティングシステム７３２、ならびにコンピューティング装置７１０がユー
ザー、他のプログラムおよび他の装置と相互作用できる完全なオペレーティングシステム
を含んでよい。システムメモリ７３０はまた、本明細書に記載の航空機経路適合性監視の
方法を実施する命令等、１つ以上のアプリケーションプログラム７３４を含んでいてもよ
い。
【００５４】
　プロセッサ７２０はまた、１つ以上の記憶装置７４０と通信可能である。記憶装置７４
０は、磁気ディスク、光ディスクまたはフラッシュメモリデバイスといった不揮発性記憶
装置であってよい。代替の実施形態において、記憶装置７４０は、オペレーティングシス
テム７３２、アプリケーション７３４、プログラムデータ７３６またはそれらのあらゆる
組み合わせを格納するよう構成できる。プロセッサ７２０は、コンピューティング装置７
１０がその他のコンピューティングシステム７８０と通信可能にするため、１つ以上の通
信インタフェース７６０と通信可能である。
【００５５】
　本明細書に記載した実施形態の説明は、各種実施形態の構造に関する一般的な理解をも
たらすよう意図されている。該説明は、本明細書に記載された構造または方法を利用する
装置およびシステムの全構成要素および全特徴を完全に記述する役割を果たすことは意図
されていない。当業者が本開示を検討する際、他の多くの実施形態を想到できる。その他
の実施形態を採用したり、その他の実施形態を本開示から導き出したりすることができ、
本開示の範囲から逸脱することなく構造的な代用および変更、論理的な代用および変更を
加えることができる。例えば、図示されているものとは異なる順序で方法のステップを実
施してもよく、１つ以上の方法のステップを省いてもよい。したがって、本開示および図
面は制限的というよりむしろ例示的なものとして考えられるべきである。
　本発明は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　プロセッサと、
　プロセッサにアクセス可能なメモリであって、プロセッサに、
　　航空機に割り当てられた航空交通航法制限にアクセスさせ、
　　航空機の検出された位置、航空機の速度および航空機の向きを含む、航空機に関連付
けられた航空機状態データにアクセスさせ、
　　航空機状態データに基づいて航空機の少なくとも１つの未来位置を予測させ、かつ、
　　少なくとも１つの未来位置が割り当てられた航空交通航法制限を違反すると、警告を
生成させる
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ようプロセッサにより実行可能な命令を保存しているメモリと、
を含む、航空交通管制システム。
（態様２）
　航空機から情報を受信するためのデータリンクインタフェースをさらに含み、データリ
ンクインタフェースを介して航空機状態データの少なくとも一部がアクセスされる、態様
１に記載のシステム。
（態様３）
　命令が、プロセッサに、航空機に関連付けられた航空機性能データにアクセスさせるよ
うさらに実行可能であり、航空機性能データが、航空機に関連付けられた向き変化速度情
報を含み、かつ、少なくとも１つの未来位置が、航空機性能データに少なくとも部分的に
基づいて予測される、態様１に記載のシステム。
（態様４）
　航空機性能データが、航空機の横揺れ角速度特性を含む、態様３に記載のシステム。
（態様５）
　横揺れ角速度特定が、航空機の種類に基づいて判定される、態様４に記載のシステム。
（態様６）
　航空機の向きが、横揺れ角度を含む、態様１に記載のシステム。
（態様７）
　航空機の向きが、縦揺れ角度を含む、態様１に記載のシステム。
（態様８）
　航空交通航法制限が、航法精度要件経路を含む、態様１に記載のシステム。
（態様９）
　検出された位置が、レーダー反射波データに基づいて判定される、態様１に記載のシス
テム。
（態様１０）
　表示インタフェースをさらに含み、表示インタフェースを介して警告が表示装置へ送信
される、態様１に記載のシステム。
（態様１１）
　命令が、プロセッサに、
　航空機状態データに少なくとも部分的に基づいて、航空機が航空交通航法制限を違反す
る確率を推測させ、かつ、
　航空機が航空交通航法制限を違反する確率が閾値を満たすという判定に応答して警告を
生成させる
ようさらに実行可能である、態様１に記載のシステム。
（態様１２）
　航空交通管制システムにおいて、航空機の検出された位置、航空機の速度および航空機
の向きを含む、航空機に関連付けられた航空機状態データを受信すること、
　航空機状態データに基づいて航空機の予測未来位置を判定すること、および、
　予測未来位置と航空機に割り当てられた航空交通航法制限との比較に応答して警告を生
成すること、
を含む方法。
（態様１３）
　航空交通航法制限を指定する入力を受信することをさらに含む、態様１２に記載の方法
。
（態様１４）
　航空交通管制システムの表示装置において表示を生成することをさらに含み、表示が、
予測未来位置の指標を含む、態様１２に記載の方法。
（態様１５）
　航空機の種類に基づいて航空機性能データを判定すること、および、
　航空機状態データおよび航空機性能データに基づいて、航空機が航空交通航法制限を違
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をさらに含み、
　航空機が航空交通航法制限を違反する確率が閾値を満たすという判定に応答して警告を
生成する、態様１２に記載の方法。
（態様１６）
　航空機性能データが、横揺れ角速度限界を含む、態様１５に記載の方法。
【００５６】
　さらに、本明細書において特定の実施形態が説明および記述されているが、これら特定
の実施形態の代わりに同一または類似の結果を達成するよう意図された任意の後続の構成
を代用してもよい。本開示は各種実施形態の任意のあらゆる後続の構成または変形例を包
含することを意図している。当業者が本開示を検討する際、上記実施形態の組み合わせ、
および本明細書に記載されていない他の実施形態を想到できる。
【００５７】
　要約は、特許請求の範囲の範囲または意味を解釈または限定するために用いられないと
いう理解の下に示されている。さらに、上述の詳細な説明では、開示を簡素化する目的で
、各種機能がグループ化されたり、単一の実施形態の中で記述されたりしていることがあ
る。本開示は、特許請求されている実施形態が各請求項において明示的に記載されている
機能より多くの機能を必要とするという意図を反映しているとして解釈されるべきではな
い。むしろ、以下の特許請求の範囲に反映されているように、特許請求の範囲に係る発明
は、開示されたいずれかの実施形態の全機能より少ない機能を対象としている可能性があ
る。

【図１】 【図２】
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